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認証評価機関の認証に係る審議の経過と進め方について

文部科学大臣による認証

３月27日（火）

４月25日（水）

評価機関から認証申請

中央教育審議会（大学分科会）への諮問

大学分科会「認証評価機関の認証に関する審査委員会」
での審議（1回目）

中央教育審議会（大学分科会）での審議・結論

答 申

評価方法・基準等、
評価機関の認証に
関する専門的な調
査審議

※審査の状況により今後の開催もあり

資料１
中央教育審議会大学分科会

認証評価機関の認証に関する審査委員会

（第15回）平成30年6月13日

３月16日（金）

6月13日（水） 同委員会での審議（２回目）
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認証評価機関の審査について 

 
○認証評価機関の審査においては、以下の規定に基づき審査を行うこととされている。 
 
 

学校教育法（抄） 

第九十四条 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する

基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければなら

ない。 
 
第百九条  （略）  

２ 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める

期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。）による評価（以

下「認証評価」という。）を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他

特別の事由がある場合であって、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りで

ない。  

３・４ （略） 

 
第百十条 認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、

文部科学大臣の認証を受けることができる。  
２ 文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めると 

きは、その認証をするものとする。  
一 大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。  
二 認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。  
三 第四項に規定する措置（同項に規定する通知を除く。）の前に認証評価の結果に係る大学か 
らの意見の申立ての機会を付与していること。  

四 認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人（人格のない社団又は財 
団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。）であること。  

五 次条第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人で 
ないこと。  

六 その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。  
３ 前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。  
４ 認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、

文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければな

らない。 
５・６（略） 
 
第百十二条 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問

しなければならない。  
一 認証評価機関の認証をするとき。  
二 第百十条第三項の細目を定めるとき。  
三 認証評価機関の認証を取り消すとき。  
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学校教育法施行令（抄） 

第四十二条 法第九十四条（法第百二十三条において準用する場合を含む。）の審議会等で政令で

定めるものは、中央教育審議会とする。  
 
 

学校教育法施行規則（抄） 

第百六十八条 学校教育法第百九条第二項の認証評価に係る同法第百十条第一項の申請は、大学

又は短期大学の学校の種類に応じ、それぞれ行うものとする。  
２ （略）  
 
第百六十九条 学校教育法第百十条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科

学大臣に提出して行うものとする。 
一 名称及び事務所の所在地 
二 役員（申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合

においては、当該代表者又は管理人）の氏名  
三 評価の対象  
四 大学評価基準及び評価方法  
五 評価の実施体制  
六 評価の結果の公表の方法  
七  評価の周期  
八  評価に係る手数料の額  
九  その他評価の実施に関し参考となる事項  

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。  
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表（申請の日の属

する事業年度に設立された法人（申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定

めのあるものを含む。）にあっては、その設立時における財産目録）  
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における大学の教育研究活動等の状況についての

評価の業務の実施状況（当該評価の業務を実施していない場合にあっては、申請の日の属す

る事業年度及びその翌事業年度における認証評価の業務に係る実施計画）を記載した書面  
四 認証評価の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書

面  
 

第百七十条 学校教育法第百十条第三項に規定する細目は、学校教育法第百十条第二項に規定す

る基準を適用するに際して必要な細目を定める省令（平成十六年文部科学省令第七号）の定め

るところによる。 
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学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令 

（法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目）  
第一条 学校教育法 （以下「法」という。）第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項

第一号に関するものは、次に掲げるものとする。  
一 大学評価基準が、法及び学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）並びに大

学（専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。）に係るものにあっては大学設置基準（昭

和三十一年文部省令第二十八号）及び大学通信教育設置基準（昭和五十六年文部省令第三十

三号）に、専門職大学（大学院を除く。）に係るものにあっては専門職大学設置基準（平成二

十九年文部科学省令第三十三号）に、大学院に係るものにあっては大学院設置基準（昭和四

十九年文部省令第二十八号）及び専門職大学院設置基準（平成十五年文部科学省令第十六号）

に、短期大学（専門職短期大学を除く。）に係るものにあっては短期大学設置基準（昭和五十

年文部省令第二十一号）及び短期大学通信教育設置基準（昭和五十七年文部省令第三号）に、

専門職短期大学に係るものにあっては専門職短期大学設置基準（平成二十九年文部科学省令

第三十四号）に、それぞれ適合していること。 
二 大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する

観点からする評価に係る項目が定められていること。 
三 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保す

るため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。 
四 評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析、大学の教育研究活動等の状況に

ついての実地調査が含まれていること。 
五 認証評価の結果において改善が必要とされる事項を指摘された大学の教育研究活動等の状

況について、当該大学の求めに応じ、再度評価を行うよう努めることとしていること。 
２ 前項に定めるもののほか、法第百九条第二項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする

者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するも

のは、次に掲げるものとする。 
一 大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。 
イ 教育研究上の基本となる組織に関すること。 
ロ 教員組織に関すること。 
ハ 教育課程に関すること。 
ニ 施設及び設備に関すること。 
ホ 事務組織に関すること。 
へ 卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れ

に関する方針に関すること。 
ト 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること。 
チ 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。 
リ 財務に関すること。 
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。 

二 前号チに掲げる事項については、重点的に認証評価を行うこととしていること。 
三 設置計画履行状況等調査（大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則

（平成十八年文部科学省令第十二号）第十四条に規定する調査をいう。）の結果を踏まえた大

学の教育研究活動等の是正又は改善に関する文部科学大臣の意見に対して講じた措置を把握

することとしていること。 
四 評価方法に、高等学校、地方公共団体、民間企業その他の関係者からの意見聴取が含まれ

ていること。 
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３ （略） 
  

第二条 法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第二号に関するものは、次に掲げ

るものとする。  
一 大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認

証評価の業務に従事していること。ただし、法第百九条第三項の認証評価にあっては、これ

らの者のほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有

する者が認証評価の業務に従事していること。 
二 大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措

置を講じていること。 
三 認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。 
四 大学評価基準、評価方法、認証評価の実施状況並びに組織及び運営の状況について自ら点

検及び評価を行い、その結果を公表するものとしていること。 
五 法第百九条第二項の認証評価の業務及び同条第三項の認証評価の業務を併せて行う場合に

おいては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。 
六 認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、

その業務に係る経理と区分して整理し、法第百九条第二項の認証評価の業務及び同条第三項

の認証評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区

分して整理していること。  
 
第三条 法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、次に掲げ

るものとする。  
一 学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百六十九条第一項第一号から第

八号までに規定する事項を公表することとしていること。  
二 大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞な

く、当該認証評価を行うこととしていること。  
三 大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実

施することが見込まれること。  
２ （略）  
 
 


